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ふたば未来学園プロポーザル方式に対する再苦情申立について 

平成 27年 10月 26日  

福島県入札監理課 

１ 再苦情申立対象事案 

 （１）執行機関  福島県教育庁財務課施設財産室 

 （２）委 託 名  福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校Ⅱ期校舎等整備事業 

基本・実施設計委託業務 

 （３）落 札 者  辺見・阿部設計共同体（落札者住所：福島県白河市）   

 （４）工 期  平成 27 年 9 月 15 日～平成 29 年 3 月 24 日 

（５）落 札 額  277,020,000 円（税込み）  

 

２ プロポーザル審査の経過 

  平成 27年 7月  7日 プロポーザル募集要領の決定     【第 1回プロポーザル審査会】 

  平成 27年 7月  8日 入札公告（募集開始） 

  平成 27年 8月 17日 第一次審査（ヒアリング対象者選定） 【第 2回プロポーザル審査会】 

  平成 27年 8月 31日 第二次審査（ヒアリング及び選定）  【第 3回プロポーザル審査会】 

              ※委員 6名の投票により選定  最優秀提案者：4票、次点者：2票 

  平成 27年 9月  7日 委託者決定 

  平成 27年 9月 15日 契約締結 

    

【プロポーザル審査委員会 委員】      

  学識経験者（大学教授）４名、福島県職員３名  計７名 

   ※第二次審査時１名欠席 

【アドバイザー及び事業ディレクター】 ※審査委員会は下記のものに意見を求めることがある。 

     学識経験者（大学教授）２名、町教育長１名   計３名 

      ※第二次審査時１名欠席 

 

３ 再苦情申立の内容 

 （１）申 立 人  中村・山本堀・永山アーキテクツ共同体 【次点者】 

代表 中村
なかむら

 勉
べん

 

（２）申 立 事 項 【申立年月日：平成 27年 10月 6日】 

   「プロポーザル審査が不適切であったと考えられるため、審査は無効であり、委託契約書は 

白紙である。」 
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